緊　急　連　絡　体　制
熱中症発症（疑い）時の対応手順
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処　置　手　順　


初期対応担当者



１　熱中症のおそれのある者を発見

２　作業離脱
	（離脱後の休憩場所）　
	


例）作業場所横の建物の影、簡易休憩所　ほか
３　身体冷却
	冷却方法　
	


例）水分補給（持参・支給）、休憩所クーラー　ほか
４　意識の異常
	判断基準
	


例）意識がはっきりしない、返事がおかしい　ほか判断に迷う場合は、いしかわ救急安心センター事業
＃7119へ架電




５－１　救急搬送・医療機関受診体　調　悪　化

	受診先医療機関
	
	医療機関連絡先
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（搬送待ち時間は一人にさせないこと）
５－２　経過観察
	経過観察中の状態を確認する担当者
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経過観察中は一人にさせないこと）
６　回復
	回復後の補助、確認担当者
	


（回復後も悪化する可能性がありますので、目の届く状況を作りましょう）
· 今後、内容が変更される場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　小松労働基準監督署
